
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵小金井駅で被害者でありながら加害者とされたＡさんは、身の潔白を明らかにするために、当時

所属していた社友会では自身のために動いてくれないとＪＲ東労組に加入しました。 

 ＪＲ東労組はＡさんの不当処分と不当転勤の撤回を求め、団体交渉等の労使協議を行いましたが、会社

は、「再調査はしない」「賞罰やプライバシーに関する議論は団体交渉に馴染まない」「正当防衛の判断

は団体交渉では出来ない」と回答したため、団体交渉を打ち切らざるを得ませんでした。 

 よって、２０２５年１月３１日、Ａさんは労使の話し合いでは問題は解決できないとして、自身の懲戒処分と

出向の取り消し、処分によって生じた損害の賠償、管理者の暴行や意に反する反省文強要についての損

害の賠償を求め、ＪＲ東日本と加害者である管理者を被告として、東京地方裁判所に提訴しました。 

 同日、ＡさんとＪＲ東労組は共同記者会見を行い、懲戒処分と出向の取り消しを求めていること、健全なＪ

Ｒ東日本を作るために提訴したこと等を訴えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行責任者 加藤 誠 

ＪＲ東労組ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

全国の仲間から八王子地本に寄せられた檄 


